
船橋市地域保健臨床研修実施要綱 

 

（要綱の目的） 

第１条 この要綱は、医師法（昭和２３年法律第２０１号）第１６条の２第１

項に規定する臨床研修（以下「臨床研修」という。）のうち地域保健・医療の

分野の研修として、船橋市（以下「市」という。）の設置する保健所が実施す

る地域保健臨床研修（以下「研修」という。）に関し、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 

（研修の目的及び内容） 

第２条 研修は、臨床研修を受けている医師（以下「研修医」という。）が保健

所の役割（地域保健・健康増進への理解を含む。）について理解し、実践する

ことにより、地域保健・医療を必要とする患者とその家族に対して、全人的

に対応できるようになることを目的とする。 

２ 研修の内容については、別に定める。 

 

（研修の対象者） 

第３条 研修の対象者は、臨床研修病院又は大学病院（以下「臨床研修病院等」

という。）において、保健所を臨床研修協力施設とする、医師法第１６条の２

第１項に規定する臨床研修に関する省令（平成１４年厚生労働省令第１５８

号。以下「省令」という。）第４条第１項第１３号に規定する研修プログラム

（以下「研修プログラム」という。）による臨床研修を受けている研修医とす

る。 

  

（臨床研修協力施設に関する手続） 

第４条 省令第４条又は第５条の申請及び省令第９条の届出を行おうとする病

院等の開設者は、研修プログラムの新設又は変更により、保健所を臨床研修

協力施設としようとするときは、第１号様式により事前に市長に協議しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の協議に対する承諾の可否を決定し、その結果を第２号様式

により臨床研修病院等の開設者に回答するものとする。 

 

（協定書の締結） 

第５条 市長及び保健所を臨床研修協力施設とする臨床研修病院等の開設者は、

研修医の身分の取扱等に関し、この要綱に従い協定書（第３号様式）を２通

作成し、各々１通を保有するものとする。 

 



（臨床研修協力施設に係る変更事項） 

第６条 市長は、省令第８条第１項第９号に規定する事項に変更があったとき

は、その事実が生じた後２週間以内に第４号様式により関係する臨床研修病

院等の開設者に通知するものとする。 

  

（研修医の受入手続） 

第７条 臨床研修病院等の開設者は、保健所に研修医の受入を希望するときは、

受入れを希望する日から１ケ月前までに、市長に研修医受入申込書（第５号

様式）を提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、速やかに受入の可否を決定し、その

結果を研修医受入承諾書（第６号様式）により通知するものとする。 

 

（研修実施責任者及び臨床研修指導医） 

第８条 保健所長は、「医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する

省令の施行について」（平成１５年６月１２日付け医政発第０６１２００４号

厚生労働省医政局長通知。以下「局長通知」という。）における研修実施責任

者及び臨床研修指導医として、研修の円滑かつ適切な実施を図り、研修の実

施を管理するとともに、研修医に対する指導を行なうものとする。 

２ 保健所長の指名する職員（以下「指導職員」という。）は、その所掌事務に

関し研修医に対する指導を行うものとする。 

 

（研修期間） 

第９条 研修の期間は、原則として１月以内とする。 

   

（研修時間） 

第１０条 研修時間は、原則として月曜日から金曜日（国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する祝日を除く。）の午前８時４５分

から午後５時１５分までとする。ただし、特に必要と認める場合には、保健

所長が別に定めることができる。 

   

（報酬等） 

第１１条 市は、研修医に対して報酬、賃金、居住地から研修場所までの交通

費、食費、その他研修に伴ういかなる経済的な負担も負わない。 

   

（身分及び服務） 

第１２条 研修医（市立医療センターの研修医を除く。）には、市職員の身分を

与えない。 



２ 研修医は、研修時間中は専ら所定の研修に従事し、研修の目的の達成に努

めなければならない。 

３ 研修医は、研修時間中、市職員が遵守すべき法令、条例等を遵守するとと

もに、保健所長及び指導職員の指導又は指示に従わなければならない。 

４ 研修医は、研修により知り得た情報（公開されるものを除く。）を漏らして

はならない。研修終了後においても同様とする。 

５ 研修医は、研修の成果として論文等を外部へ発表する場合には、事前に市

長の承認を得なければならない。 

６ 研修医は、病気等により予定されていた研修を受けることができない場合

には、あらかじめ保健所長にその旨を連絡しなければならない。 

 

（研修の中止） 

第１３条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、臨床

研修病院等の開設者と協議のうえ、研修を中止することができる。 

 ⑴  研修医が第１２条第２項から第６項までに定める服務義務に反する行為

を行ったとき 

 ⑵  研修を継続することにより業務に支障が生じたとき、又はそのおそれが

あるとき 

 ⑶  研修の目的を達成することが困難であると認められるとき 

 

（研修結果の通知） 

第１４条 市長は、研修医が所定の研修を終了したときは、その結果を終了後

１ケ月以内に第７号様式により、臨床研修病院等の開設者に通知するものと

する。 

 

（事故責任等） 

第１５条 臨床研修病院等の開設者及び研修医は、医療行為を研修の内容とす

る場合は、研修中の医療事故等に備え、医師賠償責任保険に加入し、研修中

の事故に関して、自らの責任において対応しなければならない。 

２ 臨床研修病院等の開設者及び研修医は、研修医が故意又は過失をもって第

１２条第２項から第５項までの規定に反する行為により市又は第三者に対し

て損害を与えた場合は、これらに対して連帯して責任を負わなければならな

い。 

 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるほか、研修に関して必要な事項は、別途定める。 

 



附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年４月２０日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ この要綱の施行日現在において、保健所を臨床研修協力施設とする研修プ

ログラムで厚生労働大臣に届出済のものについては、第４条第２項の承諾を

得たものとみなす。 

 

 

 

 


